
相模原市業務委託最低制限価格取扱要領 

(趣旨) 

第１条 この要領は、本市が発注する業務の委託に関する契約に係る入札を執行す

るに当たり、地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」とい

う。)第１６７条の１０第２項(施行令第１６７条の１３の規定により準用する場

合を含む。以下同じ。)の規定により最低制限価格を設けるときの取扱いについ

て定めるものとする。 

(対象)  

第２条 この要領において最低制限価格を設ける入札は、業務の委託に関する契約

に係る入札のうち、相模原市公契約条例(平成２３年相模原市条例２９号)第６条

第２号に規定する対象業務委託契約等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律(昭和６０年法律第８８号)第２６条第１項に規

定する労働者派遣契約を除く。以下「対象業務委託契約等」という。)に係る入

札とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令(平成７年政令第３７２号)の適用を受ける契約に係る入札につい

ては、最低制限価格を設けない。 

(予定価格) 

第３条 最低制限価格を設ける入札において予定価格を算定する場合は、予定価格

の算定の基礎となる次に掲げる費目ごとに額をあらかじめ定めるものとする。こ

の場合における費目は、国土交通省が定める建築保全業務積算基準の例による。 

（１）直接人件費  

（２）直接物品費  

（３）業務管理費  

（４）一般管理費等  

 (見積書への費目の記載) 

第４条 予定価格の算定の基礎となる見積書を徴する場合は、前条各号に掲げる費

目に基づく積算の内訳を求めるとともに、直接人件費について、当該業務に従事

する労働者の人数及び時間等の算定の根拠を明らかにするものとする。 

(最低制限価格の算定等) 

第５条 最低制限価格は、次に掲げる額の合計額とする。 



（１）直接人件費の額に１００分の８５を乗じて得た額(円未満切捨て)又は発注し

ようとする年度において対象業務委託等に係る労働報酬下限額に基づき算定さ

れた額のいずれか高い方の額 

（２）直接物品費、業務管理費及び一般管理費等を合計した額に１００分の７０を

乗じて得た額(円未満切捨て) 

(最低制限価格の記載) 

第６条 最低制限価格を設けたときは、当該最低制限価格を予定価格調書に記載す

るものとする。 

(入札参加者への通知) 

第７条 最低制限価格を設けるときは、一般競争入札の公告又は指名競争入札の参

加者の指名に係る通知において、その旨を明記するものとする。 

(入札の執行) 

第８条 開札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われたときは、入札執行者は、

入札者に対して、施行令第１６７条の１０第２項の規定により、当該入札をした

者を落札者としないものとする。 

２ 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をも

って入札した者が存在するときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をも

って入札した者を落札者とする。 

３ 第１項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格を

もって入札した者が存在しないときは、入札執行者は、再度入札をすることがで

きるものとする。この場合、最低制限価格を下回る入札をした者については、再

度入札に参加させないものとする。 

附 則 

１ この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に公告(指名競争入札の場合は通知)した入札については、

なお従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に公告(指名競争入札の場合は通知)した入札については、

なお従前の例による。 

 


